


ストップコロナ！対策認定制度とは？

県が業界団体等が作成したガイドライン

等に基づき、感染症対策を適切に行ってい

る事業者を認定する制度です。認定を取得

した事業者には、認定

ステッカー等の配付や

ストップコロナ！対策

認定店MAPサイトへ

の掲載を行います。
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制度の流れ

ストップコロナ！対策認定制度の認定を取得した小売や飲食

サービス業等を営む複数（3事業者以上）の県内中小・小規模事

業者で構成するグループ

対象事業者
交付決定日～令和5年2月15日（水）
（10月中旬予定）

事業実施期間

新型コロナの時代に対応し、新たに取り組むビジネス活動

対象事業

募集期間内に県地域企業支援課あて申請書類をご提出ください。
※申請様式及び募集要項は県ホームページに掲載しています。
申請先：県産業経済部地域企業支援課流通・サービス業係

申請方法

令和4年7月25日（月）～令和4年9月7日（水）
※5件程度募集します。

募集期間

提案のあった事業プランについて、新規性やモデル性
など5つの観点から有識者や経済団体、金融機関等の
関係者を交えて審査します。

審査

「ストップコロナ！対策認定制度」の認定を取得

した中小・小規模事業者が、3事業者以上集まっ

て新たに取り組むビジネスプラ

ンを募集します。県は応募のあっ

た提案に対して、審査会を実施し

たうえで、モデル的な取組を選定

し、事業の実施を支援します。

URL https://www.pref.gunma.jp/06/g09g_00366.html
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